
とっとり市報

知
人
か
ら
の
贈
り
物
。
開
い
て

み
て
ビ
ッ
ク
リ
。
何
重
に
も
包
装

さ
れ
た
う
え
に
上
げ
底
。
中
味
は

外
観
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
く
ら

い
小
さ
な
物
…
…
。
そ
ん
な
経
験

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
た
び
、
消
費
生
活
の
安
定

と
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
活

動
し
て
い
る
鳥
取
市
消
費
者
団
体

連
絡
協
議
会
（
井
関
伸
子
会
長
、

以
下
消
団
連
）
が
、
商
品
の
過
剰

包
装
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

結
果
は
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元
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を
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と
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も
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っ
て
か
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剰
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装
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も
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と
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た

「
そ
う
め
ん
セ
ッ
ト
」
も
あ
り
ま

し
た
。検
査
を
行
っ
た
人
か
ら
は
、

「
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装
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て
い

た
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、
中
も
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ダ
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多
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包
装
は
商
品
を
保
全
す
る
た
め

に
は
必
要
な
も
の
で
す
が
、
過
剰

な
も
の
は
消
費
者
の
選
択
を
誤
ら

せ
た
り
、
余
分
な
費
用
の
負
担
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ご
み

の
減
量
化
に
も
逆
行
す
る
も
の
で

す
。み

な
さ
ん
も
商
品
の
包
装
に
つ

い
て
、
今
一
度
よ
く
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

悪質貸金業者の広告に注意！
ダイレクトメールや新聞折込チラシなどを見て貸
金業者ヘ借入申込みをしたものの、法外な金利を短
期間に請求されたり、保証金と称して金銭をだまし
取られたりする事案が発生しています。
主に東京都所在の悪質業者によるのもので、実際
とは著しく異なる貸付条件を掲載して融資の勧誘を
巧妙に行っています。
貸金業者は、必ず県または国に貸金業登録をして
いるので、あらかじめ確認をすることが大切です。
また、借入れをするときには書面
で契約するようにしましょう。
貸付を受けるときは充分に注意
を払い、おかしいな、困ったなと
思ったときには相談を。
■相談窓口　
�鳥取県警察本部　（�27-9110）
�消費生活センター　東部消費生活相談室
（�26-7604・7605／ＦＡＸ26-8144）

■75歳になるまで国保で医療を受けます
老人保健で医療を受ける人の対象年齢が
70歳から75歳に引き上げられました。こ
れに伴い、国保に加入している人で昭和7
年10月1日以降に生まれた人は、75歳に
なるまでは国保で医療を受けることになり
ました。

■70歳以上の人の自己負担が1割になりました
70歳以上75歳未満の人は、病院や診療所等の窓口で支払

う医療費の自己負担割合が1割（一定以上所得者は2割）とな
りました。
国保の保険証とは別に自己負担の割合（1割または2割）を
示す｢国民健康保険高齢受給者証｣を個人ごとに郵送しますの
で、医療機関の窓口で両方を提示して受診してください。

■問い合わせ先　保険年金課（�20ー3203）

国民健康保険が変わりました

一定以上所得者とは、前年の住民税課税所得が124
万円以上の人（所得がない人でも、一定以上所得者
と同一世帯の国保加入者は2割負担になります）。


